
 

第 8 回 議員定数等議会活性化特別委員会 
 

令和 8 年 6 月 4 日（木） 

14 時 00 分～  時  分 

全 員 協 議 会 室 

 

【出席委員】川神委員長、佐々木副委員長 

今田委員、遠藤委員、足立委員、笹田委員、芦谷委員、西田清久委員 

【議 長 団】澁谷議長 

【事 務 局】下間局長、濱見書記 

 
 

議題 

1 前回の振り返り 

 

2 市職員対象ハラスメント実態調査アンケート 

（1）最終確認 

 

3 議会基本条例の運用（採択した請願及び陳情への対応） 

（1）管理手法の検討 

 

4 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○次回開催   月  日（  ）  時  分  場所          



第 7回 議員定数等議会活性化特別委員会 要点 

令和 8年 5月 18 日 
 

 1. 決定・確認された事項                              

○職員向けハラスメント実態調査アンケート 

実施方法： 

・ 匿名性が確保できる「Web 方式（ID 等収集なし）」で実施することを再確認した。 

調査目的の表現： 

・ アンケートの調査目的の欄に、「『議会の総意』として」という文言を入れること

を確認した（全員協議会で全議員に説明し同意を得ることを前提とする）。 

責任の所在に関する記述の削除： 

・ 調査目的欄にあった、情報公開請求時の不開示の取扱いや行政訴訟等が発生した場

合の責任の所在（議長・委員長）を明記し不利益を生じさせない旨の【要確認】の

記述については、責任の取り方が不明確であるとの指摘から、削除することを決定

した。 

議員名の任意記載： 

・ ハラスメント行為者の「議員名を任意で記入する」設問（問 2-1）及び、その目的

を説明する注釈は、原案どおり残すことを決定した。 

○浜田市議会政治倫理条例の逐条解説 

第 3条 1号②（議場等での振る舞い）： 

・ 「不真面目な態度の反復等」という文言は残しつつ、「（居眠り、私語など）」と

いう過度な例示部分のカッコ書きを削除することを決定した。 

第 3条 6号（ハラスメントの禁止）： 

・ 「行為者の意図にかかわらず」という文言は、原案どおり残すことを決定した。 

第 3条 7号②（不当な情報流布）： 

・ 対象となる職員の表記を「一般職員（特定の課長や担当者）」から「市の職員」へ

変更することを決定した。 

第 3条 7号④⑤（SNS での「いいね」や「個人の見解」等）： 

・ 削除を求める意見もあったが、注意喚起の意味も含め、原案どおり残すことを決定

した。 

第 8条（審査会の調査権限）： 

・ 「強力な」という文言を削除し、「審査会に調査権限を付与している」と修正する

ことを決定した。 

○議会基本条例の運用等（採択した請願及び陳情への対応） 

進捗管理の基本方針： 

・ 採択された請願・陳情は重い軽いを問わず全て等しく扱い、常任委員会をベースに

執行部へ進捗状況を確認し、管理していく方針を決定した。 



情報公開と共有： 

・ 確認した進捗状況（対応中、完了、対応不可など）は、議会ホームページ等で市民

に公開するとともに、全員協議会において全議員で共有することを確認した。 

 

 2. 継続審議・今後の検討課題                            

○職員向けハラスメント実態調査アンケート 

アンケート結果の厳格な取扱い： 

・ 議員名が記載された結果について、情報公開請求時の非開示対応や、2次被害を防

ぐための具体的な情報の取り扱いルール（正副議長等のみで情報を留め、該当議員

への注意喚起に限定するなど）の徹底。 

執行部との協議： 

・ アンケート実施に向けた、市執行部（カスタマーハラスメント対策推進室等）との

具体的な実施時期や運用方法の調整。 

○議会基本条例の運用等（採択した請願及び陳情への対応） 

進捗確認の運用ルール： 

・ 常任委員会における進捗確認の具体的なタイミング（次議会の初日など）や、管理

表のフォーマットの確定。 

 

 3. 次回までの宿題・アクション                           

【正副委員長・事務局】 

逐条解説の修正： 

・ 委員会での決定事項（「居眠り」の削除、「強力な」の削除など）を反映させた、

全員協議会への報告用資料を作成する。 

請願・陳情の進捗管理フォーマット作成： 

・ 進捗状況を管理・公表するための手法（一覧表の雛形など）の素案を作成し、次回

の委員会で提示する。 

 

 4. 次回日程と予定議題                               

○日時：令和 8年 6月 4日（火）午後 2時～（神楽議連終了後）○場所：全員協議会室 

○予定議題： 

1. 職員向けハラスメント実態調査アンケート案の最終確認 

2. 議会基本条例の運用（採択した請願及び陳情への対応）の管理手法の検討 

 

 5. 各議題の議論概要（詳細）                            

○職員向けハラスメント実態調査アンケートについて 

・ 市民クラブから、匿名性確保のために Web 方式ではなく紙ベース（プリントアウト

し封印して回収）での実施提案があった。しかし、事務局及び他の委員から、Web

方式でも ID 収集を行わないため匿名性は担保されること、紙ベースでも集計時に



人が介在するため流出リスクは変わらないことが指摘され、Web 方式での実施が了

承された。 

・ また、議員名を記入させる設問について、個人情報保護や 2次被害の懸念から慎重

論もあったが、無自覚なハラスメントへの気づきを促すという目的から設問は残す

こととなった。その代わり、結果の共有範囲を厳格に制限する（議長など限られた

者のみが確認し個別指導に用いる等）方向で運用していくことが確認された。 

○浜田市議会政治倫理条例の逐条解説について 

・ 各会派からの修正意見を基に議論が行われた。第 3条の「居眠り・私語」の明記に

ついては、「当たり前のことであり書くべき」という意見と「そこまで規定する必

要はない」という意見が対立したが、最終的に具体例のカッコ書きは削除し、「不

真面目な態度の反復等」という大枠の文言を残すことで決着した。SNS の「いい

ね」に関する規定については、影響力を鑑みて注意喚起として残すこととなった。 

○議会基本条例の運用等（採択した請願及び陳情への対応）について 

・ 議会が採択した請願・陳情に対する執行部の対応状況の検証が不十分であるとの共

通認識の下、議論が行われた。「執行部が困難と回答したものまで追跡し続けるべ

きか」等の意見も出たが、市民の権利である請願・陳情は平等に扱うべきとの意見

が大勢を占めた。結果として、全ての採択案件を対象に、常任委員会単位で次議会

の初日等に進捗を確認し、そのステータス（対応中、完了等）を管理して市民へ公

開する仕組みを構築していくことで合意した。 
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市職員対象ハラスメント実態調査アンケート（案） 

 1. 調査の目的                                   

浜田市議会 

議長  澁谷 幹雄 

議員定数等議会活性化特別委員会 

 委員長 川神 裕司 

 

浜田市議会では、市職員の皆さんが直面している実態を重く受け止め、ハラスメントを許

さない地域社会の実現に向け、ハラスメントのない健全で働きやすい職場環境及び議会環境

を確保することを目指しています。 

この目的を達成するため、ハラスメント防止に関する条例制定に向けて、市職員の皆さん

が直面している実態や率直な意見を把握するためのアンケート調査を実施します。 

本調査は、全職員の実態やご意見をぜひ聞かせていただきたいという「議会の総意」とし

て、皆様にご協力をお願いするものです。 

本調査は無記名で行い、個人の特定や人事評価等への影響は一切ありません。また、回答

データの集計結果は統計的に処理し、個人が識別できない形で取り扱います。 

 

 2. 調査対象                                    

全正規職員および会計年度任用職員 

 

 3. 実施方法                                    

Web フォームによる回答（PC またはスマートフォン） 

※ 匿名性を担保するため、ログイン ID 等は収集しません。 

 

 4. 質問項目（案）                                 

 

【問 1】過去（直近 3年間程度）に、業務に関連して「ハラスメント（嫌がらせ）」を受けた

と感じたこと、または見聞きしたことはありますか。 

1. 自分が受けたことがある 

2. 他の職員が受けているのを見聞きしたことがある 

3. ない 

 

(以下、問 1で「1」または「2」と回答した方への質問) 

 

【問 2】それは、誰からの行為でしたか。 

1. 上司・先輩 

2. 同僚・部下 
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3. 市議会議員 … 追加質問【問 2-1】へ 

4. 市民・利用者（取引業者含む） 

5. その他（                   ） 

 

（【問 2】で「3. 市議会議員」と回答した方への追加質問） 

【問 2-1】（任意）もし差し支えなければ、議員の氏名をご記入ください。 

※ 本項目は、議員自身が気づかない無自覚なハラスメント行為を議会として把握し、   

改善へとつなげるためのものです 。 

 （記述欄） 

 

【問 3】具体的にどのような行為でしたか。（可能な範囲で記入してください） 

（複数回答可） 

1. 殴る・蹴る 

2. つばを吐きかける 

3. 侮辱 

4. 差別的な言動 

5. 「税金泥棒」といった罵声 

6. 大声・暴言で職員を責める 

7. 大声で恫喝 

8. 罵声 

9. 暴言の繰り返し 

10. 物を壊す 

11. 殺すといった発言による脅し 

12. SNS やマスコミヘの暴露をほのめかす 

13. 職員へのつきまとい 

14. わいせつな発言・行為  

15. 言葉尻を捉える・粗探しをしてくる 

16. 当初の話からのすり替え 

17. 揚げ足取り 

18. 執拗な責め立て 

19. 「態度が気にくわない」といった言いがかり  

20. 制度上対応できないことへの要求 

21. 担当業務外の苦情  

22. 正当な理由なく権威を振りかざし要求を通そうとする 

23. お断りをしても執拗に特別扱いを要求 

24. 文書等で謝罪や土下座を強要 

25. 長時間の電話 

26. 職場外での拘束 
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27. 夜間の対応要求 

28. 職員の自宅への個人的な連絡  

29. 同じ内容のクレームを繰り返す 

30. 電話を終了してもすぐにかけ直してくる 

31. 複数部署にまたがる複数回のクレーム 

32. 説明を聞いてくれない 

33. 説明をしても納得・理解してくれない 

34. 謝罪を受け付けてくれない  

35. 本筋とは関係のない話をする 

36. 自己主張ばかりで話が進まない 

37. 上司等による対応を要求する 

38. 特定の人物を名指しで「あいつをやめさせろ」 

39. 「前の担当の方が良かったので戻せ」といった要求  

40. カメラやスマートフォン等による職員や職場の無断撮影 

41. 雑誌やミニコミ誌への投稿 

42. 対応状況や職員の名前等を SNS や動画共有サイトヘ投稿 

43. その他（                   ） 

 

【問 4】その行為の頻度はどの程度でしたか。 

1. 1 回のみ 

2. 複数回 

3. 継続的に続いている 

 

【問 5】その行為によってどのような影響がありましたか。（可能な範囲で記入してくださ

い） 

（記述欄：例「精神的なストレスを感じた」「発言することをためらうようになった」「業

務に支障が出た」「時間外勤務が増えた」など） 

 

【問 6】その行為に対し、どのように対応しましたか。 

1. 誰にも相談せず、我慢した 

2. 上司・同僚に相談した 

3. 職場の相談窓口・人事課等に相談した 

4. 労働組合に相談した 

5. 相手に抗議した 

6. その他（                   ） 

 

【問 7】相談した結果、状況は改善されましたか。 

1. 解決・改善した 
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2. 一時的に改善したが、再発した 

3. 変わらなかった 

4. かえって悪化した（不利益な扱いを受けた等） 

5. 相談していない 

 

(以下、全員への質問) 

 

【問 8】ハラスメントを防止・解決するために、どのような取組が必要だと思いますか。 

（複数回答可） 

1. 罰則規定を含む条例の制定 

2. 第三者機関による相談・救済窓口の設置 

3. 議員や管理職への研修強化 

4. 定期的な実態調査（アンケート等）の実施 

5. 行為者の氏名公表などの社会的制裁 

6. その他（                   ） 

 

【問 9】その他、ハラスメント防止に関するご意見があれば自由にお書きください。 

（自由記述欄） 

 



採択した請願及び陳情への対応 
 

 

○浜田市議会基本条例 

（採択した請願及び陳情への対応） 

第10条 議会は、採択した請願及び陳情が市長等において措置することが適当と認

めるときは、市長等に対してその趣旨を実現するよう求めるとともに、当該請願

及び陳情に関する事後の状況、対応等を議会に報告するよう求めるものとする。 

 

【案１】執行部へ対応状況を一律に求めて全員協議会で報告を受ける 

 

運用手順（フロー） 

（1）採択と送付 

(ア) 定例会議において請願及び陳情を採択する。 

(イ) 議長から市長等へ採択結果及び趣旨を送付する。 

（2）全員協議会における執行部からの報告 

(ア) 次の定例会議の初日に開催される全員協議会において、執行部から対応状況の報告

を求める。 

(イ) 報告は「完了」「一部実施」「対応中」「対応不可」等の対応状況のほか、その理

由や結果等を一覧にして行う。 

(ウ) 執行部への質疑は、基本的には行わない。 

(エ) これにより、本会議で採決に参加した全議員が進捗状況を等しく共有する。 

（3）各常任委員会における協議と進捗管理表の更新 

全員協議会後に開催される各常任委員会において、報告内容を踏まえ、継続して調査

（所管事務調査等）を行う必要があるか協議する。 

（4）市民への公表 

執行部からの報告一覧を市議会ホームページに掲載し、市民へ公開する。 

 

5 月 29 日の執行部との協議【要検討】 

① 「一部実施」または「対応中」と整理された案件について、「完了」または「対応不

可」となるまで、毎回定例会議で報告を求めるのか、それとも完了した後の定例会議

で報告するのか。 

② 採択された次の定例会議（3 か月程度）で対応を報告できる案件は少ないと思われる

ため、半年程度は必要である。 



請願の進捗状況について 

請願 

番号 
件名 

付託 

委員会 
対応状況 

確認 

年月日 

第○号 

○○○に関する請

願について 総務委員会 

現状の取組からの更なる上乗せについて、今年度末に

実施する予定。 対応中 R8.9.1 

第○号 

○○○に関する請

願について 総務委員会 

既に対応している。 

議会で出た意見を参考にし、継続して実施する。 完了 R8.9.1 

第○号 

○○○に関する請

願について 文教厚生委員会 

令和 8年○月○日に一部実施した。 

9 月定例会議の文教厚生委員会で報告予定。 一部実施 R8.9.1 

第○号 

○○○に関する請

願について 文教厚生委員会 

願意は重く受け止める。 

しかし、現状は即座に対応することは困難である。 

状況の変化に応じて対応を検討する。 

対応不可 R8.9.1 

第○号 

○○○に関する請

願について 産業建設委員会 

必要な予算を確保した後、令和○年○月を目途に実施

する予定。 対応中 R8.9.1 

第○号 

○○○に関する請

願について 産業建設委員会 

令和 8年○月○日に実施した。 

9 月定例会議の産業建設委員会で報告予定。 完了 R8.9.1 

 



市議会HPより

請願書（令和8年3月定例会議）

※対応状況の区分：完了、一部実施、対応中、対応不可（または困難）の4分類とする。

請願番号 件名 付託委員会
委員会
審査結果

本会議
審議結果

対応状況 確認年月日

第67号
令和7年12月定例会議採択の総務委員
会所管請願に係る進捗状況報告に関す
る請願について

総務委員会 採択 採択 対応中 R8.6.15

第68号
浜田市公文書管理条例の制定及び公文
書管理体制の抜本的改善に関する請願
について

総務委員会 採択 採択 完了 R8.6.15

第69号
公文書開示業務の迅速化及び組織的な
業務執行体制の構築に関する請願につ
いて

総務委員会 不採択 不採択

第70号
公文書の改ざん禁止及び不正行為に対
する厳正な処分の徹底に関する請願に
ついて

総務委員会 継続審査 -

第71号
市民への適切な接遇の確保と公平なカ
スタマーハラスメント対策に関する請
願について

総務委員会 不採択 不採択

第72号
市民に対する法的措置等の発動におけ
る客観的妥当性の確保と適正手続きの
確立に関する請願について

総務委員会 継続審査 -

第73号

不当要求行為の認定は、客観的事実及
び証拠に基づく該当性審査を経て行
い、問題がある場合には是正及び再発
防止を行うよう求める請願について

総務委員会 継続審査 -

第74号

産業経済部職員による飲酒事案に係る
不透明な処分プロセス及び事実隠蔽の
疑いに関する真相究明を求める請願に
ついて

総務委員会 不採択 不採択

第75号
専門的知見を要する調査・検討業務の
委託における分析及び評価の独立性確
保を求める請願について

総務委員会 継続審査 -

第76号
市の予算を用いた委託事業における成
果品検査の記録及び保存の徹底を求め
る請願について

総務委員会 継続審査 -

第77号
令和7年12月定例会議採択の文教厚生
委員会所管請願に係る進捗状況報告に
関する請願について

文教厚生委員会 採択 採択 一部実施 R8.9.15

第78号
教育・スポーツ施設の設置、改廃及び
機能転用に関する適正な意思決定手続
の確保を求める請願について

文教厚生委員会 採択 採択 対応不可 R8.9.15

第79号
浜田市スケート場再配置計画における
事務手続きの不備解消及び市民との対
話再開を求める請願について

文教厚生委員会 不採択 不採択

第80号

浜田市スケート場再配置計画における
事務手続きの適正化及び「浜田市協働
のまちづくり条例」に基づく市民との
直接対話の再開を求める請願について

文教厚生委員会 不採択 不採択

第81号
訴訟の提起を理由とした市民への説明
責任及び対話拒否の改善を求める請願
について

文教厚生委員会 不採択 不採択

第82号
令和7年12月定例会議採択の産業建設
委員会所管請願に係る進捗状況報告に
関する請願について

産業建設委員会 採択 採択 対応中 R8.6.15

第83号
本会議における自席発言の導入に関す
る請願について 議会運営委員会 不採択 不採択

第84号
令和7年12月定例会議採択の議会運営
委員会所管請願に係る進捗状況報告に
関する請願について

議会運営委員会 採択 採択 完了 R8.6.15

第85号
議会運営委員会の委員選任における会
派人数要件の撤廃に関する請願につい
て

議会運営委員会 不採択 不採択

第86号
一般質問における議員間の発言順序の
変更に関する請願について 議会運営委員会 不採択 採択 対応中 R8.6.15

第87号

議会における公人・法人等の実名発言
及び議会だより等への掲載の保障に関
する請願について（議会運営委員会付
託分）請願事項1,3

議会運営委員会 不採択 不採択

第88号

議会における公人・法人等の実名発言
及び議会だより等への掲載の保障に関
する請願について（議会広報広聴委員
会付託分）請願事項2

議会広報広聴委員会 不採択 不採択

【例】



【案２】執行部へ対応状況を文書で求めて文書で報告を受ける 

（参考）埼玉県上尾市議会の事例 

 

運用手順（フロー） 

（1）採択と送付 

(ア) 定例会議において請願及び陳情を採択する。 

(イ) 議長から市長等へ採択結果を送付し、処理の経過並びに結果報告を次の定例会議ま

でに行うよう請求する。 

（2）執行部から文書による報告 

(ア) 次の定例会議までに結果又は経過の報告が文書で提出される。 

(イ) 報告書をタブレットで全議員に情報共有する。その際、全員協議会や本会議では議

題としない。 

(ウ) 次の定例会議まででは期間的に対応途中となるものもあるが、その後の経過や結果

は文書で求めていない。 

（3）市民への公表 

執行部からの報告書を市議会ホームページに掲載し、市民へ公開する。 
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令和8年
3月定例会

請願第12号　1号重大事態に係る並行調査の実施に関する
請願

令和8年
3月19日

令和8年6月定例会に報告
予定

令和7年
9月定例会

請願第10号　作業療法士による予防的支援体制構築を求
める請願

令和7年
9月30日

令和7年12月定例会報告分

請願第9号　小中学校の給食調理室へのエアコン設置を求
める請願

令和7年
9月30日

令和7年12月定例会報告分

令和7年
3月定例会

請願第7号　国に「消費税の適格請求書等保存方式（イン
ボイス制度）廃止の意見書」提出を求める請願

令和7年
3月21日

議会としては、国および関
係行政庁に意見書を提出し
ないことに決定しました。

令和6年
12月定例会

請願第6号　帯状疱疹ワクチン接種への助成に関する請願
令和6年
12月20日

令和7年3月定例会報告分

令和6年
9月定例会

請願第5号　上尾市の不登校対策強化（教育予算拡充）に
関する請願

令和6年
9月30日

令和6年12月定例会報告分

令和6年
6月定例会

請願第3号　ヤングケアラー調査に関する請願
令和6年
6月21日

令和6年9月定例会報告分

請願第2号　上尾市の不登校対策に関する請願
令和6年
6月21日

令和6年9月定例会報告分

令和6年
3月定例会

請願第1号　健康保険証廃止に関する国への意見書提出の
請願

令和6年
3月19日

議会として、国および関係
行政庁に意見書を提出しま
した。

令和5年
12月定例会

請願第29号　期日前投票所を市内の東西南北にバランス
よく設置することに関する請願​

令和5年
12月25日

令和6年3月定例会報告分

請願第27号　上尾市いじめ問題調査委員会 調査に関する
請願

令和5年
12月25日

令和6年3月定例会報告分

令和5年
9月定例会

請願第23号　上尾市立小・中学校における働き方改革に
関する請願

令和5年
9月29日

令和5年12月定例会報告分

令和5年
3月定例会

請願第22号　市内教育機関等においてマスク着脱を強制
しないことおよび黙食指導の見直しを求める請願書 

令和5年
3月22日

令和5年6月定例会報告分

令和4年
12月定例会

請願第21号　上尾市地域公共交通に関する請願
令和4年
12月23日

令和5年3月定例会報告分

請願第20号　学校給食における低アレルゲン献立の取り
組みを求める請願書

令和4年
12月23日

令和5年3月定例会報告分

請願第19号　イオンモール上尾への期日前投票所の設置
を求める請願書

令和4年
12月23日

令和5年3月定例会報告分

請願第18号　若年がん患者のターミナル在宅療養支援の
実施を求める請願書

令和4年
12月23日

令和5年3月定例会報告分
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